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ご案内（国内企画旅行・抜粋）旅行業法１２条の４に定める取扱条件説明書面および同法１２条の５に定める契約書面の一部となります。 

お申込みの際には詳しい旅行条件を説明した書面が当社ホームページに掲載されておりますので、事前に内容を必ず確認のうえお申込みください 

 旅行企画・実施(観光庁長官登録旅行業第７０号)        

                       

 
 

  （一社）日本旅行業協会正会員 JATA ボンド保証会員   

旅行業公正取引協議会会員 
                                                    

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引責任者です。 

この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、お遠慮 

なく各営業所の旅行業務取扱管理者にご質問下さい。                  

※お申し込みの際、営業所にて別途取引条件説明書面をお受け取りください。 

ご案内（必ずご一読願います） 

本ツアーのお問い合わせ・お申込みは 

 

②お客様の責に帰さない事由によらず契約書面に記載した旅行サービスの提供が受けられない場合

又は当社がその旨を告げたときは、取消料を支払うきとなく旅行サービスに当該受領することのできなく

なった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は旅行代金のうち当該受領する

ことができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。 

５．当社による契約の解除(旅行開始前) 

参加者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は、旅行開始日の前日

から起算してさかのぼって１３日目（日帰り旅行については３日目）に当たる日より前に旅行を中止する

旨を通知します。 

６．ご旅行条件・ご旅行代金の基準 

ご旅行条件は２０２０年６月１日を基準としています。また、旅行代金は２０２０年６月１日現在の有効な運

賃・規則を基準としています。 

７．その他 

参加されるお客様のうち、特に釈のない場合は、旅行開始日当日を基準に満１２才以上の方は大人代

金、満３才以上１２才未満の方は子供代金を適用します。但し、０才以上６才未満の幼児で運輸機関の座

席確保及び宿泊施設の食事、寝具等必要の場合は、小人代金を適用します。 

●この条件書に定めない事由は当社旅行業約款によります。 

●当社旅行業約款をご希望の方は当社にご請求下さい。 

◆列車内を禁煙とさせて頂きます。何卒、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

 

１．旅行の申込み 

（１）当社所定の旅行申込書（以下「申込書」といいます）に所定の事項を記入の上、お１人様につき下記の申込

金を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料または違約金のそれぞれ一部として取り扱

います。また、お客様が旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とするお客様には、お申込み時に申し出て下さ

い。可能な範囲内で当社はこれに応じます。 

（２）当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申込みを受け付けます。この場合予約時点で

は契約は成立しておらず、当社が予約の旨を通知した後、予約の申込みの翌日から起算して３日以内に申込

書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込書と申込金を提出されない場合、当社はお申込みは

なかったものとして取り扱います。 

宿 泊 付 旅 行 日 帰 り 旅 行 

旅 行 代 金 申 込 金 旅 行 代 金 申 込 金 

３０，０００円未満   ６，０００円 １０，０００円未満 ３，０００円 

３０，０００円以上６０，０００円未満 １２，０００円 １０，０００円以上３０，０００円未満 ６，０００円 

６０，０００円以上９０，０００円未満 １８，０００円 ３０，０００円以上 ９，０００円 

９０，０００円以上   旅行代金の２０％  

 

２．契約の成立 

募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し前項の申込金を受領したときに成立するものとします。 

３．契約書面の交付 

当社は契約の成立後速やかに旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する

事項を記載した書面（以下「契約書面」といいます）をお渡しいたします。 

（当パンフレットはこの旅行条件書において、契約書面の一部といたします） 

当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当契約書面に記載するところによります。 

４．お客様からの旅行契約の解除 

（１）旅行開始前 

お客様はいつでも次に定める取消料（お１人様につき）をお支払いいただいて、旅行契約を解除することができ

ます。この場合、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差し引き払い戻しいたしま

す。 

申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。 

旅 行 契 約 の 解 除 日 

(旅行開始日の前日から起算してさｋのぼって) 

取   消   料 

宿泊付旅行 日帰り旅行 

①２０日目に当たる日よりも前 無料  

②２０日目に当たる日以降８日目に当たる日まで 旅行代金の２０％ 

③１１日目に当たる日よりも前     無料 

④１０日目に当たる日以降８日目に当たる日まで 旅行代金の２０％ 

⑤ ７日目に当たる日以降前々日に当たる日まで 旅行代金の３０％ 

⑥旅行開始日の前日 旅行代金の４０％ 

⑦旅行開始日の当日 旅行代金の５０％ 

⑧無連絡不参加又は旅行開始後 旅行代金の１００％ 

 

又、お客様は次に掲げる場合においては取消料を支払うことなく旅行契約解除ができます。 

（ａ）ご旅行条件書の第１０項（２）に基づき、旅行代金が増額されたとき。 

（ｂ）天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅

行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいこと。 

（ｃ）当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったと

き。 

（２）旅行開始後 

①お客様のご都合により途中で契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の

払い戻しをいたしません。 

※確定情報を記載するご旅行日程表につきましては、当社より特に連絡の

ない場合は、本パンフレット記載内容をもってかえさせていただきます。 

お申 し 込 みのご案 内  


